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して子育てが出来る環境づくりを総合的に推進するため、保育対策等促進  
事業を次により実施し、平成20年4月1日より適用することとしたので、  
本事業の円滑な実施を図られだて通知する。   

あわせて、貴管内市町村（特別区を含む。）に対して、貴職よりこの旨  
周知されるようお願いする。  
なお、本通知の施行に伴い、平成12年3月29日児発第247号厚生省  

児童家庭局長通知「保育対策等促進事業の実施について」は、平成20年  
3月31日限りで廃止する。  
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① 国は次の事業に対して、別に定めるところにより補助するものと   
する。   
ァ 市町村が実施する事業又は助成する事業に対して都道府県が補  

助する事業   

ィ 指定都市及び中核市が実施する事業又は助成する事業  
② 本事業を実施するために必要な経費の一部を保護者負担とするこ   

とができる。  
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本事業の対象となる児童は、法第24条の規定による保育の実施の  
対象とならない就学前児童とする。   

ただし、同居親族等が対象児童を保育できる場合は、本事業の対象  
としない。  
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ては、実施保育所等について都道府県知事に十分協議を行うこと。   

② この実施要綱の要件に適合する保育所等である旨の必要な書類を  

整備しておくこと。  
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ついて検証することを目的とする。  
（2）実施主体  
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本事業の対象となる児童は、法第24条の規定による保育の実施の   
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③ 利用手続についても、利用者の利便性に配慮し、事務処理や管理   

業務を効率的に行うこと。  
④ 初めて利用する児童の情緒の安定に配慮するなど、保育所保育指   

針を参考として事業実施に努めること。  
⑤ 緊急の利用申込みにも対応できる実施体制の確保に努めること。  
⑥ 児童の急病、事故等の緊急時の対応方法について事前に定めるな   
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② 本事業を実施するために必要な経費の一部を保護者負担とするこ   
とができる。  

また、時間単位での利用が可能となる上うに利用料の設定を行う   
こと。  
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ア 最低基準第33条第2項の規定に基づき、対象児童の年齢及び  
人数に応じて、本事業を担当する保育士を配置すること。  
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② この実施要綱の要件に適合する施設である旨の必要な書類を整備  
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市及び中核市が実施する事業  
② 本音裏を夷施するために必要な経費の一部を保護者負担とするこ  

とができる  
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ない就学前児童とする。   
ただし、同居親族等が対象児童を保育できる場合は、本事業の対象と  
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 き部屋等を利用して本事業を実施する場合にお  

2条第8号の基準を満たすこと。  
等で実施する場合には、保育士を2名以上配置  

また  
いても、最  

（3）公共施設の  
すること。  

（4）最低基準第32条の規定に基づき、対象児童の人数に応じて、必要  
となる設備の基準を確保すること。   

5 留意事項  
（1）本事業の実施に当たっては、法第24条による保育の実施に支障が  

ないよう職員配置や設備基準について十分に留意すること。  
（2）本事業の実施に当たっては、保育所保育指針を参考とすること。  
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（別添3）  （別添2）  

休日・夜間保育事業実施要綱  休日・夜間保育事業実施要綱  

1 休日保育事  
椚 

1 休日保育事業  
（1）略   

労
 
 

業
的
就
 
 

目
 
 

業
の
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が
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向
 
 

態が多様化している中で、日曜日、国民の祝日等（以 形 
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0  

対応するため、休日等に保育所等で児童を保育  
子育てができる環境を整備し、もって児童の福  
目的とする。  

（2）実施主体  

実施主体は、市町村（特別区を含む。以下同じ。）又は市町村が適            一／ 、 ′ノしこ二l十Il ▼ ヽ′、ヽ   
（2）実施主体  

実施主体は、市町村（特別区を含む。以下同じ。）又は保育所を経   
営する者とする。  切と認めた者とする。  

（3）略  （3）対象児  
本事業  

糧
拘
下
 
 

第
施
児
 
律
実
る
 
 

法
の
け
 
 

年
育
欠
 
 

2
保
に
 
 

2
く
育
 
 

和
づ
保
 
 

昭
基
も
 
 

（
に
て
 
 

法
定
い
 
祉
規
お
 
 

福
の
に
 
 

童
条
等
 
 

児
4
日
 
 

2
休
 
 

、
 
は
第
、
 
 

童
）
て
 
 

∴
∴
 
 

望
酢
 
 

蛸
品
 
 

16 4  

の対象  
童とす   

号）（以  

となる就学  ；】  

る。  
（4）実施要件  

（D 休日等を含めて、年間を通じて開所する保育所を指定して実施す  
ること。  

（∋ 児童福祉施設最低基準（昭和23年厚生省令第63号）（以下「最  
低基準」という。）第33条第2項の規定に基づき、対象児童の年  
齢及び人数に応じて、本事業を担当する保育士を配置すること。  

ただし、保育士の数は全体で2名を下回らないこと。  
（∋ 対象児童に対して、適宜、間食又は給食等を提供すること。 ぺ．「了 t・⊥・」′■＿l／ヽ ′   ）   」  し 0  

（4）実施要件   

① 休日等を含めて、年間を通じて開所する保育所登を指定して実施  
すること。   

② 略   

継続的な使用が碑保される  ④ 本事業の実施場所は、保育所のほか   

① 市町村の長（指定都市及び中核市の市長を除く。以下同じ。）及  
び特別区の長は、毎年度、事業を実施するに当たっては、実施保育  
所等について都道府県知事に十分協議すること。   

② この実施要綱の要件に適合する保育所等である旨の必要な書類を  
整備しておくこと。  

（6）費用   

① 国は次の事業に対して、別に定めるところにより補助するものと  
する。  
ア 市町村が実施する事業又は助成する事業に対して都道府県が補  

助する事業  

イ 指定都市及び中核市が実施する事業又は助成する事業   
② 本事業を実施するために必要な経費の一部を保護者負担とするこ  

とができる。  

1  

ニモごこE忘1・Lサーヤ．■1ノ㌔∴〈＋バ＿ ノ  

ぷて・1★上1■」≡．ニモこ‖「∵℡  

－、－、 

l． ． － 
＿嵐． ．＿． 



2 夜間保育推進事業  
（1）事業の目的  

2 夜間保育推進事業  
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本事業の  対象となる保育所等は、次に掲げるものとする  
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って、同通知の5により分園が中  
行う夜間保育事業  
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（4）事業の実施手続   
① 市町村の長及び特別区の長は、毎年度、事業を実施するに当たっ  

ては、実施保育所について都道府県知事に十分協議を行うこと。   
② この実施要綱の要件に適合する保育所である旨の必要な書類を整  

備しておくこと。  
（5）費用  

国は次の事業に対して、別に定めるところにより補助するものとす   

る。   
① 市町村が実施する事業又は助成する事業に対して都道府県が補助  

する事業   
② 指定都市及び中核市が実施する事業又は助成する事業   

（5）略  
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5 実施要件  
（1）病児対応型  

′
1
」
ヽ
ノ
．
－
．
′
 
二
一
【
÷
－
L
 
■
一
 
 

重
児
病
イ
配
育
 
 

施
病
 
下
上
保
 
 

件
対
悍
 
 

応
 
 

型  

（℃ 病児の看護を担当する看 嘗 ∵
・
l
 
 
 
ヽ
 
、
＋
イ
 
 

当
し
に
お
 
 

担
と
も
壷
 
 

を
1
と
児
 
 

師、准看譲師、保健師又は助産師（以  

を
る
利
ヒ
院
け
 
ス
ー
 
 

師、准看護  
1名以上由  
ために、利  
用定員2名  

師
児
設
は
 
産
病
施
て
 
 

勤
、
の
つ
 
 

は
に
上
あ
 
 

又
も
以
に
 
 

肺
と
人
設
 
健
と
4
施
 
 

保
る
員
の
 
 

軋
 
 

の看  護
等
 
 

以
安
あ
 
 

（
が
に
 
 

下「看護師等   
心して過ごせ   

っては保育士   

． 

② 本事業の実  

）を利鞘児童おおむね10人につき1名以  

賢
 

看護師  
置する  

リ
港
 

以
す
闇
の
町
 
い
境
 

整
上
る
 
た
村
 
こ
病
め
が
 
 

と
 
 育

 
 

保
 
 

人につき1名以上配置すること   を
 
 

士
 
 

適
 

診 
㈲
 
 

∴
一
専
 
 

付
 
 

等
 
 

用
）
 
 

専
り
 
た
（
 
 

れ
～
 
 

さ
1
 
 

設
げ
 
 

スペース又は本事  
の基準を満たし、  

施設であって、次の  
当と認めたものとする  

児 童の静養又は隔離の機能を持つ観察室又は安静  
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 （イ）調理室を有すること。なお、病児保育専用の調理室を設ける   

ことが望ましいが、本体施設等の調理室と兼用しても差し支え   
ないこと。  
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っては保育士を  保育土を利用児童おおむね3人につき1名以上配置す  上、   の施設にあ  用  
士を1名以上、配置すること  っては保  「1 ⊥ し一・ ⊥ ′l－」・二／ヽ lヽ   ＝し」U＝＝」 ノ  qレ′＋＼－  」  0  

業 

ス
を
保
を
 
 

事
一
準
）
宝
 
木
ペ
基
ア
 
 
ス
の
（
 
 

②
 
 

は本事業のための専用施設であって、次の（ア）～（ウ）  
たし、市町村が適当と認めたものとする。  l■‾
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育室及び児童の静養又は隔離の機能を持つ観察室又は安静  
有
 
 

すること  
（イ）調理室を有すること。なお、病後児保育専用の調理室を設ける  

ことが望ましいが、本体施設等の調理室と兼用しても差し支えな  
いこと。  

（ウ）事故防止及び衛生面に配慮されているなど、児童の養育に適し  
た場所とすること。   

③ 集団保育が困難であり、かつ、保護者が家庭で保育を行うことが  
できない期間内で対象児童の受け入れを行うこと。  

（3）体調不良児対応型  
（∋ 体調不良児の看護を担当する看護師等を1名以上配置すること。   
② 預かる体調不良児の人数は、看護師等1名に対して2名程度とす  

ること。  
③ 本事業の実施場所は   

面に配慮されており、   
こと。  
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生管理等の保健  
担当する看護師  
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